
建指第１９４０号 

令和７年４月３日 

 

 

関係建築関連団体の会長 殿 

 

 

茨城県土木部都市局建築指導課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

 

茨城県建築基準法等施行細則の一部改正について 

 

 

 

茨城県建築基準法等施行細則（昭和 45年 3月 9日茨城県規則第 9号）の一部を、別添のとお

り改正しましたので通知します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当 

茨城県土木部都市局建築指導課 

建築Ｇ 

TEL:029-301-4727 


